
平成30年７月１日現在（敬称略）

分　野 団　　体　　名

1 学識経験者 准教授 寺 内　美紀子 国立大学法人信州大学工学部

2 学識経験者 講 師 中 村  稔 彦 公立大学法人長野県立大学

3 法務 弁護士 中 山  耕 平 長野県弁護士会長野在住会

4 法務 長野支部長 佐 藤  利 一 長野県司法書士会

5 建築
まちづくり

委員長 勝 山  敏 雄 一般社団法人長野県建築士会長野支部

6 建築 監 事 塩 瀬  道 則 協同組合長野県解体工事業協会

7 不動産 山 口   満 長野県土地家屋調査士会長野支部

8 不動産 副支部長 小 池　一 夫 一般社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部

9 行政 次席登記官 益 子  一 美 長野地方法務局

10 市長 加 藤　久 雄 市長

11 行政 井 上  隆 文 長野市環境部長

12 行政 金 井  良 雄 長野市建設部長

氏 　　   名

長野市空家等対策協議会委員名簿

協議会名 　長野市空家等対策協議会

委員数及び任期  委員15名以内　任期24ヶ月（Ｈ30.８.１ ～Ｈ32.７.31）　

法令根拠
　空家等対策の推進に関する特別措置法第７条
　及び長野市空家等対策協議会要綱

任　　務

　「長野市空家等対策計画」に基づき、空家等に関する施策を

　視点から意見等の聴取を行う。

　推進するにあたり、協議会を設立し、幅広い分野で専門的な
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Ｈ３１年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 4月～

（内部調査）

（委託調査）

指　　導

勧　　告

住宅用地
特例除外

空家法の措置

H30年度

空家等対策協議会

特定空家等の判定

空き家解体・利活用事業補助金

 

長野市空家等対策協議会について 

１ 「長野市空家等対策協議会」の概要 

(1) 協議会の目的 

「長野市空家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響を

及ぼす特定空家等の措置の方針や、本計画の変更及び実施に

関することのほか、施策の実施に必要と認められる事項を 

協議するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」   

第７条に基づき「長野市空家等対策協議会」を設立し、   

幅広い分野で専門的な視点から、意見等の聴取を行う。 

 

(2) 協議会委員の任期   

平成 30年８月から、平成 32年７月まで（２年間） 

なお、協議会は、「長野市空家等対策計画」の計画期限の

2026年度末まで設置する。 

  

(3) 協議会の委員構成 

 ・市長 

・関係機関から選出された者 

・空き家に関係する団体等から選出された者 

 ・市職員のうち、市長が指名する者 

 

(4) 長野市空家等対策協議会委員構成 

２ 空家等対策の推進体制における「長野市空家等対策協議会」の位置づけ 

市の空家等対策の関係部署 長野市空家等対策推進 
プロジェクトチーム 

長野市空家等対策協議会 

○相談受付・対応 

○空き家の状況調査 

○特定空家等に対する措置 
（助言・指導・勧告・命令・
行政代執行など） 

○空家等対策の実施 
（利活用や適正管理の施策） 

○その他空家等対策に関する
こと 

○関係部局間の連携及び調整 

○特定空家等への勧告や命令、
行政代執行に関する調整 
（住宅用地特例の除外等） 

○空家等対策の実施に関する
こと 

○「長野市空家等対策計画」
の見直し 

○その他空家等対策に関する
こと 

○特定空家等への勧告や命令、
行政代執行の実施に関する 
意見（猶予期間や内容） 

○空家等対策の実施に関する
連携や意見 

○「長野市空家等対策計画」
の見直しに関する意見 

○その他空家等対策に関する
連携や意見 

３ 「空家等対策協議会」と空家等対策のスケジュール 

専門家団体に 

委員選出依頼 

★ 
委員決定 

★ ★ 
第１回協議会 第２回協議会 

建築士会 

判定調査（２６０件分） 

判定内容確認 

ＷＧ認定 

14条指導 

14条勧告 

ＷＧ認定 

14条指導 

14条勧告 

(意見) (意見) 

住宅用地 
特例除外 

命令・行政代執行・ 
財産管理制度等の検討 

劣化度 D ランク以外
の調査検討 

必要に応じ D ランク以外の調査準備 

ランク調査委託準備発注 
（調査発注） 判定調査 

指導と同時に補助金利用意向の確認 

ランク調査委託準備発注 

Ｈ30 年度老朽危険空き家解体事業補助金申請受付 

ランク調査委託準備発注 
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注：ＷＧ認定は、空家等対策推進プロジェクトチーム内の、除却等ワーキンググループによる特定空家等の認定 

地域からの通報の物件判定 
分　野 団　　体　　名

1 市長 市長

2 学識経験者 国立大学法人信州大学工学部

3 学識経験者 長野県立大学

4 法務 長野県弁護士会長野在住会

5 法務 長野県司法書士会

6 建築 一般社団法人長野県建築士会長野支部

7 建築 協同組合長野県解体工事業協会

8 不動産 長野県土地家屋調査士会長野支部

9 不動産 一般社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部

10 行政 長野地方法務局

11 行政 長野市建設部長

12 行政 長野市環境部長

住宅用地 
特例除外 

2018年度 2019年度 



 

 

長野市の空家等対策の取組一覧  

①発生の抑制 
（空き家化の予防） 

 

②利活用の促進 ③適正管理の促進 ⑤跡地の活用 

 [既存事業] （建築防災対策室） 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 [既存事業] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 危険空家等対策事業 

・空き家管理事業者登録・紹介制度 

  

民間の管理事業者の紹介 

 

 

 

 

 

・空き家管理情報の共有 

空き家所有者―市―地元自治会で管理情報を共有 
 

 [既存事業]危険空家等対策事業 

・特定空家等の緊急安全措置 

所有者不明の特定空家等 
に対し緊急安全措置を実施 

 

 危険空家等対策事業 

・空き家解体・利活用事業補助金（除却分）  
特定空家等や特定空家等予備軍を対象と

した所得状況に応じた解体費用の補助金 

予算４，８００千円 

○老朽危険空き家解体事業補助 
補助率１／２ 上限 500千円：８棟 

○低所得者の上乗せ補助 
補助率１／10 上限 200千円：４棟 

 

  危険空家等対策事業  

・空き家解体・利活用事業補助金（利活用分）  
H30.4.1現在 1年以上利用されていない

空き家の解体後、跡地に 1年以内に住宅

や店舗を建設する場合の補助金 

予算１，０００千円 

○空き家解体跡地利活用事業補助 
補助率２／10 上限 1,000千円：１棟 
※補助率は U ターン促進多世代住宅建設補助金に準ずる  

 危険空家等対策事業 

・専門家団体と連携したワンストップ相談会の実施  

空き家の利活用や管理・跡地活用など、複数 
の専門家団体による相談会の実施 

（年４回実施予定） 

 

危険空家等対策事業 

・パンフレットによる情報提供・意識啓発  

「空家化の予防→利活用→適正管理→ 
管理不全の解消→除却→跡地活用」を 
網羅した総合パンフレットの作成・配布 
（各団体の窓口、支所や、指導通知に利用） 

 

[既存事業] 危険空家等対策事業 

・空き家に関する出前講座の開催  
高齢者が多く集まる場に出かけ相続

や管理責任・支援策等の啓発の実施 

（人口増推進課） 
・  

・ヤングブルー村 

 

（商工労働課） 

・まちなかパワーアップ 

空き店舗活用事業補助金 
 

（市街地整備課） 

・中心市街地遊休不動産活用事業 

空き家化の予防のため、地震災害
に備えて、住まいの環境整備を支援 

・住宅耐震対策 

○木造住宅無料耐震診断：３００件 
 19,200千円 

○啓発パンフレット作成：43,000 部 
 251千円 

 ・住宅耐震改修事業補助金 

予算 77,000千円 
○住宅耐震改修補助 70件 
補助率１／２ 上限 1,000千円 

○低所得者上乗せ補助 35件 
補助率１／10 上限 200千円 

 

 

[空き店舗活用事例] 

 

 

空き家の 
未来学ゼミ 

 

[京都市が作成した空き家パンフレット例] 

 

 

[第１回空き家ワンストップ相談会] 

[空き家バンクとヤングブルー村のパンフレット] 

 

 

 跡地利用  除却 空き家（放置・管理不全状態）  空き家（利活用可） 

 

使用中（空き家化以前） 

危険空家等対策事業 

・空家等対策協議会 

空家等対策や特定空家等への
措置に関する協議を行う 

（市長、専門家団体の委員で構成） 
（協議会委員１２名 年２回予定） 

 

 危険空家等対策事業 

・専門家団体と連携した所有者の特定 
相続人特定困難者を専門家に調査を委託 

 （５件分委託予定） 

 

 空き家状態 

 

空家等対策の施策を支える事業 
 

 

 

 

[５つの取組方針による施策を支える] 

 

・専門家団体と連携した特定空家等の判定 
実態調査により劣化度の高い空家等について 
特定空家等の判定を専門家団体に委託 
（260 件分委託予定） 

 

 

空き家解体・利活用事業補助金 

除却分＋利活用分 

合計 ５ ， ８ ０ ０千円 
 

 緊急安全措置予定 

 
 
 

併用可 

事業者登録・紹介
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空き家管理契約・管理の実施
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事業者リスト紹介

①

②

③

④

⑤

ホームページ 

等で紹介 

本年度策定した「長野市空家等対策計画」（2018年度～2026年度）に基づき、空家等対策を実施する。 

特に「危険空家等対策事業」については、計画見直しを予定している 2021年度まで拡充して実施する。 

 

 

資料３ 

特定空家等の判定を迅速に進め指導強化すると  

ともに新たに創設する空き家解体・利活用補助金

により危険空き家の解消を目指す 

 

３月から運用開始 

・ふるさと納税を活用した空き家の管理 

８月６日から 



 

特定空家等の略式代執行による緊急安全措置の実施について 

地元地域から相談のあり対応を検討していた空き家について、建物倒壊や屋根瓦の落下  

により歩行者に危害が及ぶ可能性があるため「空家等対策の推進に関する特別措置法」  

（以下「空家法」という。）に基づき特定空家等の略式代執行による緊急安全措置を行うもの 

１ 緊急安全措置の目的 

２ 特定空家等の概要 

（１） 所在地 長野市大字鶴賀居町１７８５ 

（２） 建物概要 木造平屋建 約９０㎡（昭和１０年代の建築と思われる） 

ア 建物所有者 現在の所有者不明 

・宗教法人の代表役員が居住する庵主であったが、建物の登記情報や課税情報が無く、

居住者死亡により現在の所有者不明 

長野県の「空家等対策支援専門家派遣事業」により、司法書士に建物所有者の特定を

依頼した結果、現在の建物所有者不明と位置付けられた。 

イ 土地所有者 居町共有 

・登記情報では、表題登記のみで所有権登記がないため、現時点では、所有者の絞り込み

には至っていない。 

ウ 特定空家等の判断 

・H29.12.22 空家等対策推進プロジェクトチームにより市内初の特定空家等と判断 

  

３ 空家法に基づく措置 

 ５ 参考 

 

（１）措置の経過 

H29.11.2   特定空家等の判断基準の決定 

H29.12.22 空家等対策推進プロジェクトチームにより、特定空家等の判断の協議 

H30.1.16   空家法第２条第 2項の「特定空家等」と認定 

（２） 緊急安全措置の実施 

H30.1.16 緊急安全措置に関する公告の実施（公告：2週間程度） 

    内容：当該措置を行うべき旨（猶予期間２週間） 

３．29 緊急安全措置（小規模工事によりシート張り工事）の実施 

  内容：屋根の一部が陥没しており、瓦の落下及び雨漏りによる内部

の腐食で劣化の進行・倒壊の恐れがあることから、劣化の進行

を遅らせる目的で屋根にシート養生の措置を行う。 

 特定空家等の場所 

屋根瓦落下の恐れ 

（１）全国の特定空家等に対する略式代執行の実績（Ｈ２９．１０．１時点） 

   Ｈ２７：８件、Ｈ２８：２７件、Ｈ２９：１２件（合計４７件） 

（２）長野県内の特定空家等に対する略式代執行の実績（Ｈ２９．１０．１時点） 

Ｈ２７：下伊那郡高森町、Ｈ２８：東筑摩郡筑北村（合計２件） 

地元地域への説明及び意向確認や、家庭裁判所に市が利害関係者として、不在者財産

管理制度の申立てが可能であるか協議するとともに、今後、長野市空家等対策協議会に

おいて、不在者財産管理制度等の適用について協議する。 

※不在者財産管理制度の内容 

 土地所有者等が不在の場合、不在者の所有する財産の売却処分などを行う必要が

ある場合、家庭裁判所は利害関係者の申し立てにより、不在者財産の管理人を選任し、

財産の管理清算が行われる制度 

 ４ 略式代執行後の対応の検討 

資料４ 

鶴賀消防署 


